
■問い合わせ　　市民保険課高齢者医療係　　　５７‐８５０６

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度のお知らせお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

区分

自己負担の限度額（月ごとの上限）

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯ごと）

現役並み
所得者

４４,４００円 ８０,１００円＋（医療費－
２６７,０００円）×１％(注）

一般 １２,０００円 ４４,４００円

区分
Ⅱ

Ⅰ
８,０００円

２４,６００円

１５,０００円

(注)現役並み所得者で過去１２カ月に「外来+入院」の限度額を超
えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になりま
す。
※自己負担額には、食事代や、保険適用外の差額ベッド代などの
支払額は含みません。

◆１カ月の自己負担限度額 ◆入院したときの食事代は、下表の額を負担します。

区　分 １回の食事代

現役並み所得者・一般 ２６０円

区分Ⅱ 

９０日以内の入院

９０日を超える入院
（長期入院該当） 

２１０円

１６０円

区分Ⅰ １００円

 (※)管理栄養士又は栄養士による管理が行
われている場合は、４６０円、それ以外の
場合は４２０円となります。

◆療養病床（主に長期にわたる療養が必要な人が入院
する病床）に入院したときは食事代と居住費を負担します。

申
請
が
必
要
で
す

[医療の必要性が高い人は、上表の食事代だけの負担となります]

現役並み所得者・一般

区分Ⅱ

区分Ⅰ

区　分 １回の食事代 １回の居住費

４６０円(※)
４２０円(※) ３２０円

２１０円 ３２０円

１３０円 ３２０円

１００円 ０円老齢福祉年金受給者

どれぐらい軽減できるの？

※自己負担額には、食事代や、保険適用外の差額ベッド代などの
支払額は含みません。

納
付
忘
れ
に
ご
注
意
を

！７
月
31
日（
水
）が
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

第
１
期
の
納
期
限
で
し
た
。

　

年
金
か
ら
の
天
引
が
で
き
な
い
人
や
、口
座

振
替
に
し
て
い
な
い
人
に
は
、７
月
10
日
ご
ろ

に
当
初
の
納
付
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
納
め
ら
れ
て
い
な
い
人
は
、お
早
め
に

納
付
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

８
月
19
日（
月
）を
過
ぎ
て
も
第
１
期
の
納

付
が
な
い
場
合
は
、督
促
状
が
発
送
さ
れ
、納

付
時
に
督
促
手
数
料
が
200
円
徴
収
さ
れ
ま
す

の
で
、お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

(注)[区分Ⅱ]の人で新たに長期入院該当となる人は、申請が必要となります。

国
保
だ
よ
り

国
保
だ
よ
り

国
保
だ
よ
り

2013年（平成25年）８月のコクホ

生
活
習
慣
を
変
え
た
い
け
ど
、独
り
で
は
ち
ょ
っ

と…

と
言
う
人
向
け
の
３
回
コ
ー
ス
の
教
室
で

す
。食
事
の
と
り
方
や
運
動
に
つ
い
て
一
緒
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
！

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
催
日(

す
べ
て
月
曜
日)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
催
時
間 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

●
担
当
：
栄
養
士
・
保
健
師(

健
康
対
策
課)

＊
来
所
時
に
健
診
結
果
を
ご
持
参
く
だ
さ
い 

 
 

 

8
月
12
日
／
9
月
9
日
／
10
月
7
日

11
月
11
日
／
12
月
9
日
／
1
月
27
日

2
月
17
日
／
3
月
17
日

非
課
税
世
帯
で
あ
れ
ば

医
療
費
な
ど
が

軽
減
で
き
ま
す

　

入
院
ま
た
は
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
際
に
、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を
医

療
機
関
等
へ
提
示
す
る
と
、窓
口
で
の
医
療
費
の
自

己
負
担
額
や
入
院
時
の
食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

入
院
や
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合
な
ど
は
、

事
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者…

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

　

[

区
分
Ⅰ]…

　　　

[

区
分
Ⅱ]…

申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
被
保
険
者
証
・
②
印
鑑

認
定
証
有
効
期
日
の
開
始
日

　

申
請
し
た
月
の
初
日

　

注
意
：
申
請
し
た
月
よ
り
前
月
以
前
に
さ
か
の

　
　
　
　

 

ぼ
っ
て
の
適
用
は
で
き
ま
せ
ん

　

(

例
：
７
月
か
ら
入
院
し
て
い
て
も
８
月
10
日
に

　

申
請
し
た
場
合
は
、８
月
１
日
か
ら
の
適
用
と
な

　

り
ま
す)

　

※

課
税
世
帯
の
人
は
、被
保
険
者
証
の
み
で「
現

　
　

役
並
み
所
得
者
」か「
一
般
」の
区
分
適
用
に
な

　
　

り
ま
す
の
で
、申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
、か

つ
各
所
得
が
必
要
経
費
・
控
除
額

を
差
し
引
い
た
と
き
に
０
円
以
下

と
な
る
場
合（
年
金
の
控
除
額
は

80
万
円
と
し
て
計
算
し
ま
す
）

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
右

記
の[

区
分
Ⅰ]

以
外
の
場
合

①
午
前
９
時
30
分
〜　

②
午
前
10
時
30
分
〜

③
午
後
1
時
30
分
〜　

④
午
後
2
時
30
分
〜 

⑤
午
後
3
時
30
分
〜　

　
　
　
　

[

1
時
間
単
位
の
予
約
制
で
す]

＊生活習慣病予防教室、健康・栄養相談は、メタボに該当しない方も参加可能です。

血
液
検
査
の
見
方
や
生
活
習
慣
の
改
善
方
法
な

ど
、個
別
に
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 
 

健
康
栄
養
相
談

[９月コース][９月コース] [１２月コース][１２月コース] 内　　容内　　容

健診結果を改善するには
～メタボリックシンドロームは危険です～
　　　　　　　　　　　　　　

運動をして代謝を上げよう
～楽しく運動を続けましょう～
　　　　　　　　　　　　　　　　

食事調査結果返し
～私の食事にはこんな傾向がありました～
　　　　　　　　　　　　　　　　

９：３０～１２：００

９：３０～１３：００

９：３０～１２：００

９：３０～１２：００

９：３０～１２：００

９：３０～１３：００

①

②

③

9月20日（金）

11月5日（火）

11月29日（金）

12月16日（月）

H26年1月17日（金）

H26年2月26日（水）

生
活
習
慣
病
予
防
教
室

開
催
場
所
・
申
し
込
み
方
法

開
催
場
所
：
赤
岡
保
健
セ
ン
タ
ー

申
し
込
み
：
健
康
対
策
課（
☎
57-

７
５
１
６
）ま
で

そ
れ
ぞ
れ
開
催
の
１
週
間
前
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

医
療
機
関
受
診
中
の
方
は
必
ず
主
治
医
の
了
解
を
得
て
く
だ
さ
い

■
日
時　
９
月
８
日（
日
）

　　
９
時
〜
11
時（
受
付
時
間
）

■
場
所　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

■
対
象　

国
民
健
康
保
険
加
入
者

■
料
金　

無
料

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
健
康
対
策
課

平
日
は
忙
し
く
て
特
定
健
診
に

行
け
な
い
40
〜
64
歳
の
人
が
対

象
で
す
。

特定健診を開催します特定健診を開催します
休日休日に

特定健診を受けたら行ってみよう

特定健診を開催します
休日に

し
か
も
無
料
！

教
室
！

相
談
！

◇
特
定
健
診
の
結
果
が
よ
く
わ
か
ら
な
い…

◇
生
活
習
慣
を
変
え
た
い
け
ど
ど
う
し
た
ら…

◇
一
日
だ
け
な
ら
時
間
が
あ
る
ん
だ
け
ど…

◇
ど
う
や
っ
た
ら
健
診
結
果
が
良
く
な
る
の
？

こ
ん
な
時
に

健康対策課では、健診を健康づくりにいかしていただけるよう、健診結果に関する
相談や、生活習慣病予防教室を開催しています。

生活習慣病予防教室
健康栄養相談

要
予
約

18 ２０１３.８19２０１３.８


